
№ 付　　議　　事　　項

１ 議案第 ４１ 号

＜ 氏 名 ＞ 松村　洋子

２ 議案第 ４２ 号

＜ 氏 名 ＞ 土屋　隆一郎

３ 議案第 ４３ 号

＜ 氏 名 ＞ 畑山　和幸

４ 議案第 ４４ 号

（２～３ページ参照）

５ 議案第 ４５ 号 ＜ 契 約 の 目 的 ＞ 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

＜ 契 約 の 期 間 ＞ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

＜ 契 約 金 額 ＞ １１，８８０千円を上限とする額

＜ 支 払 の 方 法 ＞ 監査の結果に関する報告書受領後に一括払い

＜ 契 約 の 相 手 方 ＞ 公認会計士　石崎　一登

一般職の職員の給与に関する条例等中一
部改正について

３
月
２
３
日

提
出
分

包括外部監査契約の締結について

＜令和８年３月市議会追加提出予定条例議案概要のとおり＞

令和８年３月市議会定例会付議事項の主要内容（追加提出分）
議案番号 主　　要　　内　　容

高槻市教育委員会委員任命につき同意を
求めることについて

高槻市固定資産評価審査委員会委員選任
につき同意を求めることについて

高槻市公平委員会委員選任につき同意を
求めることについて
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令和８年３月市議会追加提出予定条例議案概要 

 

議案

番号 
付  議  事  項 理   由   及   び   要   旨 備   考 

４４ 一般職の職員の給与に関する条

例等中一部改正について 

  

人事院勧告（令和７年８月７日付け）等を勘案し、関係７条例について次のとおり改正

を行う。 

１ 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第１条関係） 

(1) 現行の初任給調整手当を第一種初任給調整手当に改称し、新たに第二種初任給調整

手当を設け、職員に適用される給料の月額及び地域手当の月額の合計額を基に算出し

た額が、在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額を下

回る職員には、その差額を月額に換算した額を支給することとする。（第２条、第

１３条及び第１３条の２関係） 

(2) 通勤手当（第１５条の２関係） 

ア 通勤に自動車等の交通用具を使用する職員に係る通勤手当の月額は、 

６６,４００円（現行：２５,９００円）を超えない範囲内で自動車等の使用距離の

区分に応じて規則で定めることとする。 

イ 通勤に交通用具を使用する職員又は交通機関を使用し、かつ、交通用具を使用す

る職員のうち、駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員に対

し、５,０００円を超えない範囲内で１か月当たりの駐車場等の利用に係る料金に

相当する額を支給することとする。 

ウ 通勤手当の額の支給限度額を月額１５０,０００円（現行：５０,０００円）に引

き上げる。 

 (3) その他所要の規定整備を行う。 

２ 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（第２条関係） 

公営企業職員の初任給調整手当について、１(1)と同様の改正を行う。（第２条、第

５条及び第５条の２関係） 

３ 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正（第３条関係） 

技能職員の給与に、新たに第二種初任給調整手当を加える。（第２条関係） 

 令和８年４月１日から施行

する。 
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  ４ 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正（第４条関係） 

  １(2)による通勤手当の改正に準じて、時間額制会計年度任用職員に支給する通勤に

要する費用弁償の上限額を１日当たり７,５００円（現行：２,５００円）、１か月当た

り１５０,０００（現行：５０,０００円）に引き上げる。（第１８条関係） 

５ １(1)に伴い、次に掲げる３条例について所要の規定整備を行う。 

(1) 高槻市職員の修学部分休業に関する条例（附則第３条関係） 

(2) 高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例（附則第３条関係） 

(3) 高槻市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（附則第４条関係） 
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